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１ アンケート結果を反映した事業の状況 

「とっとり若者自立応援プラン」を令和５年４月に改訂した。 

 
 
２ 記述意見に対する対応方針 
 ＜設問＞   

 【問４】プランの改訂案に対するご意見があればご自由にお書きください。 
 

項目 主な意見 対応方針 

全体への

意見 

改訂を重ねているが、「何がかわった

のか」「改訂の理由は何か」を加えてほ

しい。 

 

改訂理由及び改訂内容を記載した。 

改訂案の迅速な対応、相談件数など

を公表し、報告してほしい。 

計画の推進体制や進捗状況の公表を新た

に盛り込んだ。 

 

一般に認知されている取り組みでは

ないと感じる。 

青少年活動に取り組んでいる関係機関と協

力して、プランの取組施策や支援先の情報

を周知することを盛り込んだ。 

 

基礎的な

能力の向

上 

子ども・若者自身の意欲向上やコミュ

ニケーション能力など基礎的な能力

の向上を図ることが必要。 

 

子ども・若者の基本的な生活習慣や人間関

係の形成、たくましく生き抜く力を身に着

けるための取組を盛り込んだ。 

SNS トラ

ブル防止 

近年 SNSの普及に伴い若年層のトラ

ブルも顕著となってきた。学校頼みに

ならず各家庭での対応も必要。 

 

ペアレンタルコントロールの推進や SNS ト

ラブル防止に係る教育・研修・情報提供に

よる未然防止について盛込済。 

消費者教

育の推進 

成年年齢引下げへの対応が必要。 学校における出前講座の開催などによる

「成年年齢引下げに対応した消費者教育の

実施」を盛り込んだ。 

 

犯罪、性

被害防止 

性犯罪含む犯罪に巻き込まれないよ

う、様々な支援を整えてほしい。 

これまでの不審者情報や防犯対策等の周

知に加え、性被害等の防止のための教育・

啓発の充実や地域の見守り活動等を盛り込

んだ。 

 



項目 主な意見 対応方針 

子ども ・

若者の意

見の反映 

子ども・若者が積極的に意見を言える

場が必要。子ども自身が相談しやすく

利用しやすい相談支援の場となるよ

う、子どもの意見を聴くことが必要で

はないか。 

 

子ども・若者との意見交換の実施、意見を

表明する機会を確保することを盛り込ん

だ。 

体験活動

の推進 

自然体験、ボランティア体験を経験で

きる機会の提供が必要。 

地域や学校、子ども会の活動において、体

験活動の機会を確保することを盛り込ん

だ。 

 

就 職 支

援、キャリ

ア教育の

推進 

若者が正社員に就くことを重視して

欲しい。 

職場体験、雇用のマッチング、県立ハローワ

ークの伴走型支援を盛込済であり、引き続

き取組を推進する。 

 

専門職員を学校に配置し、長期的な

視野を持ったライフキャリアについて

学ぶ機会が必要。 

高校に配置済のキャリアアドバイザーの指

導により、キャリア発達を促す取組を引き

続き進めていくことを盛り込んだ。 

 

孤独 ・孤

立への対

応 

孤独・孤立を抱える当事者が声を上

げられる環境、必要なときに必要な場

所と繋がることができる支援が必要。 

 

SNS 相談やアウトリーチを含めた相談・支

援体制の整備を充実し、併せてピアサポー

トや自助グループの育成など当事者の居場

所づくりの取組を盛り込んだ。 

また、援助を必要とする本人や家族と支援

者（団体）のネットワークづくりを盛り込ん

だ。 

 

人との繋がりが希薄になっているた

め、相談員等と気軽に話ができる機

会があると良い。 

 

ヤングケ

アラーへ

の支援 

当事者と気づいて相談できるのかど

うか。手取り足取りの啓発と多様な窓

口が必要。学校以外にも相談しやすい

場所（SNS上の相談を含む）を設ける

べき。 

 

リーフレットの配布やフォーラム等により理

解促進・啓発を図ること、気軽に相談でき

る電話相談やLINE相談などの体制整備を

行うほかオンラインサロンなどの場の提供

を盛り込んだ。 

支援制度の内容等について大人も子

ども・若者にも周知徹底が大切。 

 

なぜ声を上げられないのか。声を上

げられる仕組みが必要。 

 

頼れる人がない場合も多いので、多

方面からサポートをしてほしい。 

当事者の早期把握・サポートに繋げるため、

支援者への対応力向上の研修による資質

向上や悩みや経験を共有し合う居場所の確

保等の取組を盛り込んだ。 

 

不登校、

いじめの

問題への

対応 

多様な教育機会の確保が必要。 多様な選択肢を提供するため、フリースク

ールへの支援、不登校児童生徒に対する自

宅学習支援などによる教育機会の確保を

盛り込んだ。 

 



項目 主な意見 対応方針 

 いじめ被害者のサポートのほか、加害

者への支援やカウンセリングの強化が

必要。 

教職員、スクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカーが連携し、被害者だけで

なく、加害者や集団全体への指導・働きか

けを行うことを盛り込んだ。 

 
困難を抱

える方の

支援機関

の周知、

支援体制

の充実 

直接対面や電話はハードルが高い。若

者は対面や電話でなく、SNS による

相談を望んでいると思う。 

 

「SNS を活用した相談支援の充実」を盛り

込んだ。 

相談窓口は、普段の生活の範囲内に

なくてはならない。 

 

子どもや家族に身近な学校などで相談でき

る体制を整備することを盛込済。 

相談先や支援先へ、どうすれば相談し

やすくなるか、子どもから意見を募

り、周知していくことが必要。 

 

子どもの意見も聴き、相談しやすい体制を

整備することを盛り込んだ。 

縦割りでない相談体制の構築が必

要。 

支援機関の連携による重層的支援ネットワ

ークづくりを盛込済であり、引き続き取組

を推進する。 

 

 


